
 
〇60 歳未満の定年禁止 
 事業主が定年を定める場合は、その定年年齢

は 60 歳以上としなければならない。 
〇65 歳までの雇用確保措置 
 定年を 65 歳未満に定めている事業主は、以下 

のいずれかの措置を講じなければならない。 
  ①65 歳までの定年引上げ 
  ②定年制の廃止 
  ③65 歳までの継続雇用制度（再雇用制度 

・勤務延長制度等）を導入 
※対象事業主：当該労働者を 60 歳まで雇用して

いた事業主 
 

 
次の①～⑤のいずれかの措置（高年齢者就業確保措置）を

講じるよう努める必要があります。 
①70 歳までの定年引き上げ 
②定年制の廃止 
③70 歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度） 

の導入 
④70 歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 
⑤70 歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 
 ※事業主が自ら実施する社会貢献事業 
 ※事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が行う 

社会貢献事業 

 
 現在、殆どの企業が「60 歳定年・後 65 歳まで再雇用」制度としています。今回の改正は努力義務扱いです。 

強制的に定年を延ばさなければいけないというものではありません。定年後の取り扱いについては、いろいろな 
問題も発生しますので、ご相談ください。 
 

 

   

 

 
 

 

 

 
 
 

≪令和３年４月から高年齢雇用安定法が改正されます！！≫ 
定年を 65歳以上 70 歳未満に定めている又は 65歳までの継続雇用制度（70 歳以上まで引続き雇用する

制度を除く）を導入している事業主を対象に、65 歳までの雇用確保（義務）に加え、70 歳までの就業確

保措置を講じることが「努力義務」となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行 改正後 

改正に伴う注意点 

６５歳以後の働き方と年金受給のバランス（停止）のしくみ（現行） 

 
いいえ はい 

一部または全額支給停止 

基本月額と総報酬月額相当額の合計額 
47 万円以下（改定により変動あり） 

全額支給 

 

◆基本月額とは 
加給年金額を除いた老齢厚生年金（退職共済）年金（報酬比例部分の月額） 
◆総報酬月額相当額とは 
（その月の標準報酬月額）+（その月以前 1 年間の標準賞与額の合計）÷12 
 

一  例 
●老齢厚生年金１４４万円（基本月額 12 万円） 
●総報酬月額相当額 42 万円（標準報酬月額 32 万円、標準賞与額 120 万円（月額 10 万円）の人が在職老齢年金を 
受け取る場合。≪※各月額は個人差がある為、試算の際は個別に年金の見込額などの確認が必要です≫ 

 ～調整後の年金額（月額）～ 
＝基本月額 12 万円－（基本月額 12 万円＋総報酬月額相当額 42 万円－47 万円）÷2＝85,000 円 
在職老齢年金額は 85,000 円となり、本来の年金額（12 万円）との差額 35,000 円が支給停止となります。 
 

≪筆者：佐藤佳苗≫ 

在職老齢年金による調整後の年金支給月額 
＝基本月額 －（基本月額 ＋ 総報酬月額相当額 － 47 万円）÷2 
 

定年以降及び 65 歳以降の継続雇用をするにあたり、年金の満額受給を希望されている場合は、 
年金の基本月額と総報酬月額相当額にあたる毎月の標準報酬月額及び標準賞与額のバランスを 
考えて、働き方＝雇用契約のみなおしが必要となります。 

 

◆育児・介護休業法の改正（令和 3 年 1 月 1 日施行） 

 子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。 

 改正に伴う「育児・介護休業規則」の雛形が必要な場合はお声がけください。 
◆年末年始休暇 

当事務所の年末年始休暇は１２月２９日（火）～１月４日（月）となります。 

ご不便をお掛けしますが宜しくお願い致します。 

令和 3 年１月５日（火）より平常通りの業務となります。 

皆様方のご厚情に深く感謝申し上げます。来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 職員一同 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 

 

 

わたしのひとこと 

 


